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明治学院東村山高等学校 

校 長  伊藤 節子 

 

２０２２年度（令和４年度） 東京都私立高等学校等 

授業料軽減助成金・奨学給付金について（東京都在住者のみ） 

 

東京都内にお住まいの方の学費負担を軽減する「授業料軽減助成金・奨学給付金のお知らせ」が公益

財団法人東京都私学財団（東京都私学就学支援金センター）より届きましたので、東京都在住者に配付

いたします。 

別紙「授業料軽減助成金・奨学給付金のお知らせ」をお読み頂き、該当者は申請期間内に東京都私学

財団へ郵送にて申請をお願いいたします。 

なお、この助成金は、「就学支援金」とは別の制度ですので、それぞれに申請が必要です。 

 

 

本校での授業料軽減制度等との関係について 

本校では、下記の授業料軽減制度がございます。授業料軽減額の合計は、本校の年間授業料を超えな

いように、各支給額について調整をさせて頂く場合があります。なお、受給の優先順位は下記の通りで

す。 

１．高等学校等就学支援金【文部科学省】   受給の順位１位 

２．授業料軽減助成金【東京都】 ※東京都在住者のみ  受給の順位２位・・・今回のご案内 

３．明治学院授業料等軽減制度【明治学院】    受給の順位３位 

 

※奨学給付金は、授業料以外の負担軽減制度ですので、上記１～３の軽減額とは別に申請が可能です。 

 奨学給付金の該当者は、授業料軽減助成金と同時に申請を行ってください。 

 

 

申請方法 

  申請書類を角２（Ａ４）封筒に入れ、「宛名ラベル」を貼り、東京都私学財団へ郵送してください。 

  学校番号：１０４４１２５（印字済み） 

  就学支援金認定番号：配付封筒のラベルに印字された１３桁の番号（不明な場合は記入不要） 

提出期間 2022年 6月 17日（金）～7月 31日（日） 東京都私学財団へ郵送（特定記録郵便） 

 

 

＜授業料軽減についての問い合わせ先＞ 

  明治学院東村山高等学校 事務室 担当：麓
ふもと

・宮内 ０４２－３９１－２１４２ 


